
 
 

令和４年 10 月 13 日 

 

食品表示基準の一部改正案に関する意見募集について 

 

消費者庁では、食品表示基準の一部改正案を作成いたしました（本案の詳細は別添

資料を御参照ください。）。つきましては、下記のとおり、広く国民の皆様の御意見を

募集いたします。お寄せいただいた御意見につきましては、内容を検討の上、本案作

成の参考とさせていただきます。 

 

１ 意見募集の対象 

 ・食品表示基準の一部改正案 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL

&id=235080068&Mode=0 

 

２ 一部改正案の概要 

① アレルギー原因物質を含む食品である「くるみ」については、現在、表示を推

奨する品目としているが、即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実

態調査の結果等から表示が必要との方針を得たため、アレルギー表示の対象品目

である特定原材料として「くるみ」を追加することとする。 

② 今後、厚生労働省による安全性審査を経て、エイコサペンタエン酸（EPA）及び

ドコサヘキサエン酸（DHA）を産生させるために遺伝子組換えが行われたなたねに

由来する食品が国内に流通することが見込まれることから、遺伝子組換え表示制

度における特定遺伝子組換え農産物としての表示の対象に当該なたねを追加する

こととする。 

 

３ 意見募集期間 

 令和４年 10月 13日（木）から同年 11月 12日（土）まで（郵送の場合は同日必着） 

 

４ 意見の提出方法 

 以下の事項を記載し、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。なお、

電話での受付はできませんので御了承ください。 

 

【１】氏名（法人その他の団体にあっては名称／部署名等） 

【２】職業（法人その他の団体にあっては業種）[任意] 

【３】住所 

【４】電話番号 

【５】電子メールアドレス（お持ちの場合） 

【６】御意見及びその理由（表題及び御意見を御記入ください。） 

＊ 御意見が 600字を超える場合、その内容の要旨を添付してくださいますよ
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うお願いいたします。 

＊ FAX又は郵送で御提出の場合、別途様式を用意しておりますが、【１】～【６】

の項目が記載されていれば、他の様式を用いての御提出も可能です。 

 

（１）電子メールの場合 

E-mail：i.shokuhin6@caa.go.jp宛て 

＊ 電子メール件名を「食品表示基準改正案について」としてください。 

 

（２）FAXの場合 

FAX番号：03-3507-9292 消費者庁食品表示企画課 意見募集担当宛て 

＊ 表題を「食品表示基準改正案について」としてください。 

 

（３）郵送の場合 

〒100-8958 

東京都千代田区霞が関３－１－１ 中央合同庁舎第４号館６階 

消費者庁食品表示企画課 意見募集担当宛て 

＊ 封筒表面に「食品表示基準改正案について」と朱書きしてください。 

 

５ 注意事項 

○ お寄せいただいた御意見に対する個別の回答は致しかねますので、その旨御了承

願います。 

○ 御意見については、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、その

まま公表させていただく場合もありますので、その旨御了承願います。 

○ 御記入いただいた氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いた

だいた御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用します。 

○ 電子メールでの御意見は、テキスト形式の電子メールによる御意見だけを受理し

ます。セキュリティ上、添付ファイルやＵＲＬへのリンクにより提出された御意見

は受理しかねますので、その旨御了承願います。 

 

６ 参考 

〇 食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/re

view_meeting_005/ 

〇 消費者委員会 食品表示部会（第 67回） 

https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/bukai/067/shir

you/index.html 

＜問合せ先＞ 

消費者庁食品表示企画課 

TEL：03-3507-9222（直通） 

FAX：03-3507-9292 

担当：斎藤、長副、川上 


